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要旨 

 
 平成 6 年度末時点で，無線局総数に占める電気通信用事業無線局が 54%，自営無線局が 46%であったのが，

平成 24年度末には前者が 98%，後者が 2%になった．この理由として携帯電話の普及が考えられる．自営無線

局には放送業者をはじめアマチュア無線が含まれ，アマチュア無線の場合，平成 6 年度末時点で 136 万局あ

ったのが 44 万局まで減少している．一方，現代社会では，｢コミュニケーション能力｣および｢ものづくり｣

がキーワードとして取り上げられている．著者らは，アマチュア無線を通して，現代社会で取り上げられて

いるキーワードに関与でき，さらに電気の知識と法律の学習ならびに将来の仕事に役立つと考え，本校にア

マチュア無線局を開設した．本報では，平成 25年度に取り組んだアマチュア無線局開設の流れと，実際の運

用で必要な各種書類作成の流れ，交信実績等について述べた．とくに，アマチュア無線局開設の流れでは法

律と関連づけて，交信実績では山岳反射による電波伝搬の通信実験が確認されたことを述べた． 

 
キーワード: アマチュア無線,コミュニケーション能力,ものづくり,無線従事者,電波伝搬

  

１．はじめに 

 

国内の無線局総数は，平成 24年度末で 14,623.4万局

となっており，無線局総数に占める用途別の割合は，携

帯電話等の電気通信事業用無線局が98%，放送事業及びア

マチュア無線等の自営無線局が 2%になっている[1]．平成

6年度末時点の無線局総数が 1,083.4万局であったので，

この18年間で毎年7,522万局ずつ増えている計算になる．

とくに顕著なのは電気通信事業用の無線局であり，平成6

年度末時点で無線局総数の54%だったのが98%を占めてい

ること，年々増え続けている無線局総数が電気通信事業

用の無線局数に関係している点である．一方，自営無線

局数は，平成 6 年度末時点で 494.3万局あったのが，平

成12年度末には384.4万局まで減っており，この6年間

で無線局総数に対する自営無線局数の割合が46%から6% 
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まで下がっている．この要因の一つに，アマチュア無線

局数の減少が挙げられる．アマチュア無線局(以下，｢ア

マチュア局｣という．)は，平成 6年度末時点で 136.4万

局をピークに毎年減少し，平成 24年度末には 43.6万局

まで減っている．平成6年度から平成24年度の間，前年

度比で廃局数のもっとも多い年度が平成 12 年度の 11.4

万局，次に多いのが平成 10年度の 10.8万局である．こ

れらの時期の大幅な減少理由として，無線局の免許に有

効期間があり，平成6年から5年後が平成11年であるこ

と，移動運用を主目的として開局されたが携帯電話等の

普及でアマチュア無線の必要性が感じられなくなったこ

とが考えられる．大阪府立大学工業高等専門学校(以下，

｢本校｣という．)で開設されていたアマチュア局も例外で

はなく，大阪府立工業高等専門学校創立当初から学生ら

の課外活動として運用されてきたが，部員数の減少によ

り，平成7年度末をもって解散した[2]． 

以上のように，携帯電話等の普及とともにアマチュア局

数が減っているが，国内では｢コミュニケーション能力｣

および「ものづくり」のキーワードが話題になっている．

著者らは，アマチュア無線を通して，これらのキーワー

ドに関与できること，無線従事者国家試験で電気の知識

ならびに法律のことが問われるので学習教材として最適

であること，仕事で必要なプロの資格取得の動機になり
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得ることから，アマチュア局を開設した．本報では，平

成25年度に取り組んだ内容を述べる． 

 

２．開設準備 

 

無線局を開設する場合，電波法第 4条で定められた総

務大臣の免許が必要である[3]．さらに，免許申請におい

て，無線局の開設の根本的基準第 6条の 2 で定められた

無線従事者の資格要件ならびに社団として開設するため

の要件を満たす必要があるので，著者らをはじめ無線従

事者資格を有する本校教職員らに呼びかけた．その際，

本校学生を対象とした無線従事者の育成および卒業研究

でのアンテナ製作，非常通信訓練への参画を目的に開設

することを伝えた．本校教職員らの同意を得る際，携帯

電話が普及している社会において，開設の必要性の是非

で意見が分かれた．ほぼ同じ時期に，3名の学生から無線

従事者資格の取得希望があったので，8月末までに実施さ

れる国家試験の受験指導を行った． 

7 月中旬以降，本校アマチュア局の開設に向け，開設

同意書ならびに構成員名簿等を作成の上，これらの書類

と電波法第6条ならびに同法第15条に基づく申請書類を

作成して起案した．学内の決裁が下りた後，近畿総合通

信局へ申請書類を提出し，平成25年9月下旬に新たな識

別信号JL3ZBWで免許状が交付された． 

 

３．開設後の変更 

 

3.1  無線設備の変更 

最初に交付された免許は，電波法施行令第 3条第 3項

で定められた第四級アマチュア無線技士(以下，｢四アマ｣

という．)の操作範囲で電波の型式がF3Eであって，145MHz

および435MHzの周波数を利用し，空中線電力が10Wの無

線設備に限られていた．これらの周波数の場合，見通し

内の伝搬に限られてしまう．たとえば，生駒山から大阪

市内に向けて電波を発射した場合，通信可能なおよその

範囲は山麓から大阪平野に限られる． 

国内および海外のアマチュア局と通信実験を行う場合，

おもに電離層伝搬を利用するため，短波帯の無線設備が

必要になる．新たに短波帯の無線機で運用する場合，電

波法第 17条および同法 18条で定められた無線設備変更

の工事の許可ならびに変更検査を受けることと，電波法

第21条で定められた免許状の訂正が必要となる．アマチ

ュア局で，空中線電力200W以下の無線設備の場合，電波

法施行規則(以下，｢施行規則｣という．)第10条の4およ

び同規則第 10 条の規定により，変更検査が不要となる．

そこで，四アマのままで運用可能な短波帯の無線機を用

意し，無線局免許手続規則(以下，｢免許規則｣という．)

第22条第1項に基づいて申請書類を作成し起案した．学

内の決裁が下りた後，近畿総合通信局へ申請書類を提出

し，平成 25年 10月中旬に新たな免許状が交付された．

そこで，免許規則第22条第4項に基づき，同年9月下旬

に交付された旧免許状を近畿総合通信局へ返納した． 

 

3.2  会則の変更 

免許規則第 5条第 2項第 1号で定められた定款(以下，

｢会則｣という．)で｢府立大学高専無線研究会｣を運営して

きたが，会員資格を明確に区別する必要があるため，改

正作業を行った．まずは，免許規則第 5条第 2項第 2号

で定められた構成員らに改正案を提示し，意見を募集し

た．構成員から，会員資格を明確に区別することで改正

案の会則が読みやすくなったという意見があった．その

後の採決で賛成が得られたので，改正案を起案した．起

案の際，施行規則第43条の4に基づき，改正後の会則を

総合通信局長へ届け出る必要があったので，会則の改正

理由を記し，会則の新旧対照条文および改正条文の届出

書類を添付した．学内の決裁が下りた後，平成26年3月

下旬に新たな会則を近畿総合通信局へ提出した． 

 

４．交信証 

 

 4.1  制作までの流れ 

 アマチュア局どうしの交信後，交信証(以下，｢QSLカー

ド｣という．)の交換が行われる．QSLカードには，交信の

とき使用した無線設備ならびに通信状況が記載される．

このカード交換において，日本アマチュア無線連盟(以下，

｢JARL｣という．)の転送サービスを利用するため，JARL

が定めた取扱規程にしたがってQSLカードを制作した[4]．

QSL カードに文字を含むイラストを入れることができた

ので，本校総合工学システム学科都市環境コースの山野

准教授にイラストの背景を依頼し，文字の配置を含む最

終稿と印刷を業者に発注し制作した．制作した QSL カー

ドを図 1 に示す．イラストの六角形と矢印風の模様は，

六角形の模様で工学を幅広く連想し，螺旋を描きながら

高みを目指す総合工学を矢印風の模様で表現している．  

 
図1 QSLカード 
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また，本校創立 50周年にあわせて JL3ZBWを開設したの

で，本校創立50周年記念のマスコットキャラクターと標

語を入れた．その他の文字は，識別信号および常置場所

を示すグリッド･ロケーターと市区群番号，CQゾーン･マ

ップに基づく日本の番号を表わしている． 

 
 4.2  コンテスト応募 

平成 26年 3月上旬，JARL奈良県支部主催のイベント

で QSL カードコンテストがあったので，本校学生と参加

した．図 1の QSLカードを持参し，当日会場でコンテス

トの応募手続きを済ませた．同支部主催の QSL カードコ

ンテストは，今回で41回目を迎え，長年続いてきた歴史

あるイベントであった．応募多数の中から，本校 QSL カ

ードが｢すばらしいカードで賞｣に選ばれた．賞状ならび

に副賞の受領は，あいにく学生の都合がつかなかったた

め，代理人が受け取ることになった．受領の際，コメン

トを求められたので，イラストの簡単な説明と，アンテ

ナ製作等の｢ものづくり｣に取り組んでいること，非常通

信訓練に興味を持っていることを述べた．イベント終了

後，Team7043統括の方から非常通信訓練参加へのお誘い

を受けた．そのとき，明石高専が中心となって近畿地方

の高専間で防災教育を推進していること等を伝えた． 

 
５．無線設備の運用 

 

 5.1  マニュアル 

平成 25年 10月中旬に交付された免許状は，四アマの

操作範囲で電波の型式が A3Eおよび J3Eそして F3Eであ

って，3,537.5kHzから435MHzの周波数(8MHzを超え21MHz

未満の周波数を除く)を利用し，空中線電力が10Wまで認

められた．新たな構成員に無線設備を紹介する際，交信

例を含めたマニュアルがあったほうがよいと判断し，同

年12月初旬に運用マニュアルを作成した．マニュアル作

成の際，中学卒業後の未成年から成人学生まで在籍して

いること，上級アマチュア無線技士の資格取得の学習に

役立ててもらうことに留意し，｢1.法律と実際の運用との

関係｣および｢2.運用上の留意点｣そして｢3.交信例｣から

なる5頁と付録をあわせ12頁に仕上げた．マニュアル完

成後，本校教員以外の方で無線通信工学の専門家に校閲

を依頼した．その結果，とくに問題ないことに加え，業

務通信における空中線電力の具体例を示された．一例を

紹介すると，2 世代の携帯電話は 0.8Wから今では 0.25W

に，NHK東京FMが東京タワーのとき10kWであったのがス

カイツリーでは7kWに低減されていることを述べられた． 

 

 5.2  運用指導 

アマチュア局どうしで交信する際，相手の識別信号の

ほかに，了解度と信号強度の交換(以下，｢RS レポート｣

という．)が行われる．RSレポートの基準を表1および表

2 に示す[5]．RS レポートのうちの了解度は受信者の主観

で判断し，信号強度は無線機の S メータで確認する．RS

レポートは，了解度の数字に続けて信号強度の数字を組

み合わせて使用する． 

 

表1 了解度の基準(R) 

数字 基 準 

1 了解できない 

2 かろうじて了解できる 

3 かなり困難だが了解できる 

4 実用上困難なく了解できる 

5 完全に了解できる 

 

表2 信号強度の基準(S) 

数字 基 準 

1 微弱でかろうじて受信できる信号 

2 たいへん弱い信号 

3 弱い信号 

4 弱いが受信容易 

5 かなり適度な強さの信号 

6 適度な強さの信号 

7 かなり強い信号 

8 強い信号 

9 きわめて強い信号 

 

これ以外に，相手の名前と送信場所，QSL カード交換

の有無などが交わされる．これらの内容を運用マニュア

ルに記載し，本校学生に交信方法を指導した．まずは運

用マニュアルに沿って交信方法を説明し，つぎに対面形

式で声を出して交信練習をした． 

 

 5.3  交信実績 

平成 25年 12月 11日 17時 37分，JL3ZBWで初交信に

成功した．送信出力を5Wに調整し，7,065kHzの周波数で

埼玉県上尾市のアマチュア局と本校学生が交信した．上

尾市において RSレポートが 59であったので，こちらの

送信内容が十分聞き取れたことが確認できた．一方，相

手局の送信内容も十分聞き取れ，Sメータは9を超えてい

たので，こちらから 59+を送った．交信後の感想で，PTT

ボタンの操作に慣れず，さらに緊張していたので上手く

会話できなかったことを述べていた．数か月後，相手局

のQSLカードが届いたので，送信出力を確認したところ，

1kWであった．交信の時，こちらから 59+の RSレポート

を送った根拠が明らかになった． 

本校学生による 2回目の通信には UHF帯を使用した．

前回は相手局の一括呼出に対する応答であったが，今回

はこちらから一括呼出をして交信する方法をとった．前
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回と立場が逆になるので，学生の要望により，手本を示

してから交信させた．著者の一人が手本を示すことにな

ったが，山岳反射による電波伝搬の実験になった．同年

12 月 21日 14時 03分，電波の型式が F3Eで 433.02MHz

の周波数で交信が始まった．相手局は大阪府羽曳野市の

方で，送信出力が10Wで10エレ八木アンテナを使用され

た．相手局からみて本校との直線距離はおよそ23kmで北

北東の方位にあるが，相手局がアンテナの放射方向を東

北東に向けたとき，RSレポートが最大であった．このと

き，相手局から 57の RSレポートを受け取り，こちらか

らは53を送った．相手局の東北東の方位には，生駒山系

があるので，山岳反射通信であったことが確認できた． 

手本を兼ねた通信実験終了後，同日 14時 28分，電波

の型式がF3Eで433.6MHzの周波数で交信が始まった．相

手局は生駒山頂の移動局で，RS レポート交換など含め 6

分間交信した．学生にとって難易度の高い交信であった

が，前回と比べ，上手に会話ができていた． 

以上，代表的な3例を示したが，平成25年度内の実績

として，北海道など18局のアマチュア局と交信し，現在，

13枚のQSLカードが届いている． 

 

６．アンテナ製作 

 

平成 25 年度の卒業研究で，7,050kHz 用チェップライ

クアンテナの製作に取り組んだ．また，製作したアンテ

ナを非常通信で利用する際，地上からの高さの目安を知

るため，アンテナの高さと SWR の関係を調べた．チェッ

プライクアンテナは，チェップアンテナの一種で，平行

フィーダ部を並列共振回路に置き換えたアンテナである．

この製作講習会がJARL奈良県支部で企画されていたので，

参加させた．製作したアンテナを図 2 に示す．図のペッ

トボトルに巻かれたワイヤは 21.3m あり，半波長の長さ

に相当する．左の大きめの筒が並列共振回路の部分にあ

たる．このアンテナの地上からの高さを調べた結果，地

上高3mのときSWRが2であり，地上高が低いほどSWRが

上がったので，最低3m以上必要であることが分かった． 

 
図2 製作したアンテナ 

７．講演会 

 

平成 25年 12月中旬，アイコム株式会社の井上代表取

締役会長を講師として迎え，｢起業･社歴･無線史を交えた

講話｣でキャリア講演会を開催した．本校学生らは，不明

な点を先輩に聞きながら解決された行動力，自ら得た知

識を多くの技術者に伝える人間性，ちょっと先にある幸

運をつかもうとする努力が大切であること等が印象に残

ったようである．一方で，ある程度の無線知識が要求さ

れる内容であったので，難しかったという意見もあった． 

 

８．むすび 

 

本校創立 50周年記念の年に JL3ZBWで開設したこと，

交信実績ならびに｢ものづくり｣で取り組んできたことを

述べた．平成26年7月末現在，第二級および第三級アマ

チュア無線技士の合格者が 2 名，第一級アマチュア無線

技士免許取得者が 1 名在籍している．本校の就職先とし

て，電気通信事業会社や電力会社，航空整備会社等があ

るが，これらの会社ではプロの資格が必要になる．今後，

学生らがアマチュア無線で学んだ知識を活かし，プロの

無線従事者国家試験に挑戦するよう指導していきたい． 
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